
臨時市長記者会見 

 
                  期 日：令和３年９月１日（水） 

                  時 間：午後１時 30 分から 

                  会 場：大会議室南側 

 

 

内容 

１ 新潟県の特別警報の拡大に伴う三条市の対応について・・・・・【行政課】 

 

２ 市内飲食店等の営業時間短縮に協力金を支給・・・・・・・・・・【商工課】 



報道発表資料 

報道機関各位 
令和３年９⽉１⽇  

三条市 

 

 

 

 新潟県が県内全域に対し特別警報を拡大したことを受け、三条市において、

感染拡大防止を図るための対応をします。 

 

【本件のポイント】 

●公共施設は、行政及び保育サービス提供施設等を除き、利用中止 

●市主催イベントは、新型コロナワクチン接種等を除き、中止又は延期 

●学校での部活動は休止 

 

【本件の概要】 

１ 施設利用及びイベントについて 

  県の特別警報及び県立施設での対応等を踏まえ、９月３日（金）から 16

日（木）までの間、昨年の緊急事態宣言発令時に近い次の対応をします。 

 (1) 施設利用 

   公共施設は、行政や保育サービスの提供や、飲食物、生活必需品の販売

等を行う施設を除き、利用を中止します。 

 

 (2) イベント実施 

   新型コロナワクチン接種や各種がん検診など、感染対策を講じた上で遅

滞なく実施すべきものを除き、中止又は延期とします。 

  

※添付「新型コロナウイルス感染症に係る施設利用及びイベント等実施方針

（暫定版）」参照） 

 

２ 小中学校や保育所等について 

  県の特別警報及び県立学校での対応等を踏まえ、子どもたちの貴重な学び

や経験の機会を守るため、９月３日（金）から 16 日（木）までの間、次の

対応をします。 

 (1) 小中学校 

  ア 部活動 

    原則、すべての部活動を休止します。 

  イ 修学旅行 

    当期間内に１校が実施を予定していましたが、延期しました。 

    

新潟県の特別警報の拡大に伴う三条市の対応について 



  ウ 体育祭 

    生徒と教職員のみによる無観客での実施又は中止とします。実施に当

たっては、接触の多い競技は避けるなどの対応を講じます。 

 

 (2) 保育所等 

   外部の方が参加する行事は中止又は延期します。 

 

３ ワクチン接種について 

 (1) 三条市のワクチン接種又は予約済み率 

年代 接種又は予約済み率（※） 

65 歳以上 93.4％ 

60～64 歳 90.2％ 

40～59 歳 83.1％ 

16～39 歳 70.0％ 

合計 84.4％ 

  (※)接種の予約をされた方及び少なくとも１回は接種をされた方の割合で

す。 

 

 (2) 市民の皆様へのお礼とお願い 

   (1)の表のとおり、16 歳以上の三条市民の方の 84％を超える方が既に接

種済み又は接種を予約済みです。多くの市民の皆様の早期接種への御協力

に改めて感謝いたします。 

   残り約 15％の方におかれましても、現在、10 月以降の予約枠に空きが

ありますので、是非前向きに接種を御検討くださいますようお願いいたし

ます。 

   また、三条市役所においても職員に感染が生じており、消毒や換気のほ

か、不織布マスクの着用の原則義務付けなど、基本的な感染症対策を改め

て徹底しています。 

   市民の皆様におかれましても、引き続き基本的な感染症対策の徹底をお

願いいたします。 

【問合せ】三条市 総務部 行政課 防災対策室 小栁、谷間 

電話：0256-34-5517 
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 県の特別警報が拡大され、三条市においても、新型インフルエンザ等対策特別

措置法第24条第９項に基づく飲食店等を対象とした営業時間短縮の協力要請が

されました。 

これを受け、当市は、酒類を提供する飲食店等を運営する事業者に対し、感

染防止対策を徹底し、時短要請に協力いただいた場合に「新型コロナウイルス

感染症拡大防止協力金」を支給します。 

 

【本件のポイント】 

●三条市内の時短要請に協力いただける酒類を提供する飲食店等に協力金を支

給 

 

【本件の概要】 

１ 特別措置法に基づく協力要請の内容 

要請

期間 

９月３日（金）０時から９月 16 日（木）24 時まで 

※感染状況によっては期間を変更することがあります。 

対象

施設 

食品衛生法第 52 条に定める営業許可を取得している次の施設 

(1) 接待を伴う飲食店※風営法第２条第１項第１号に該当する営業を行う店舗 

    【具体例】キャバレー、スナック、パブ等 

(2) 酒類を提供する飲食店（カラオケ店を含む） 

【具体例】居酒屋、レストラン、バー等 

要請

内容 

(1) 県の「にいがた安心なお店応援プロジェクト」認証店（申請中を含む）

に該当する飲食店 

午前５時から午後９時までの時間短縮営業（酒類の提供は午後８時まで） 

(2) (1)以外の飲食店 

午前５時から午後８時までの時間短縮営業（酒類の提供は午後７時まで） 

※従前より、上記の時間の範囲内で営業している店舗は協力要請の対象外 

 

２ 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 

(1) 支給要件 

  ・９月２日（木）以前から営業実態があり、申請時点において営業を継続し

ていること 

  ・要請期間の全ての日において、経営する全ての対象施設が営業時間短縮の

要請に全面的に協力いただくこと 

市内飲食店等の営業時間短縮に協力金を支給 



(2) 支 給 額  

・売上高又は売上高の減少額に応じて額を決定します。 

  ・支給額は 35 万円（2.5 万円×14 日）から最大 105 万円（7.5 万円×14 日）

まで支給します。 

(3) 申請期間 

   要請期間終了後から開始（９月 17 日予定）※終了時期は未定 

(4) そ の 他  

・協力金は、県補助金（10 分の 10）を財源として市が支給します。 

  ・感染症対策と時短協力の状況確認の見回りを実施します。 

  ・専用ダイヤルを設置します。（三条市時短協力金問合せ：0256-34-5547） 

 

３ 飲食店を支援する取組を実施 

  時短要請の開始に伴い、改めて、飲食のテイクアウトなどを促す取組を検討

しています。詳細が決まり次第ホームページ等でお知らせします。 

【問合せ】三条市 経済部 商工課 今井、川俣 

電話：0256-34-5610 
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新型コロナウイルス感染症に係る施設利用及びイベント等実施方針（暫定版） 
 

2020. 3.11制定 2020. 5.28改定 2020. 8.14改定 2020.10.16改定 2020.12.14改定 2021. 2. 8改定 2021. 4.12改定 2021. 7. 6改定  

2020. 3.23改定 2020. 7. 6改定 2020. 8.20改定 2020.11. 1改定 2020.12.18改定 2021. 2.15改定 2021. 4.20改定 2021. 7.12改定  

2020．3.31改定 2020. 7.10改定 2020. 8.21改定 2020.11. 2改定 2020.12.21改定 2021. 2.22改定 2021. 4.25改定 2021. 8. 2改定  

2020. 4. 3改定 2020. 7.17改定 2020. 8.25改定 2020.11. 3改定 2020.12.26改定 2021. 3. 1改定 2021. 5. 6改定 2021. 8.10改定  

2020. 4.14改定 2020. 7.20改定 2020. 9. 1改定 2020.11.13改定 2020.12.28改定 2021. 3. 8改定 2021. 5.12改定 2021. 8.20改定  

2020. 4.17改定 2020. 7.31改定 2020. 9. 7改定 2020.11.16改定 2021. 1. 8改定 2021. 3.22改定 2021. 5.18改定 2021. 8.27改定  

2020. 4.18改定 2020. 8. 1改定 2020. 9.11改定 2020.12. 4改定 2021. 1.14改定 2021. 3.23改定 2021. 5.26改定 2021. 9. 1改定  

2020. 5. 6改定 2020. 8. 5改定 2020. 9.17改定 2020.12. 7改定 2021. 1.18改定 2021. 3.29改定 2021. 6.10改定   

2020. 5.20改定 2020. 8. 7改定 2020. 9.23改定 2020.12.11改定 2021. 1.25改定 2021. 4. 5改定 2021. 6.21改定   

 

区分 方針 

１ 施設

の利用 

(1) 次のいずれかに該当する場合は、施設の利用を不可 

 ・発熱、風邪等の症状がある場合 

 ・国が新潟県に対して緊急事態宣言を発令した場合又は国が緊急事態宣言を発令した都道府県※1に居住する者が利用する場合 

 ・新潟県が警報を発令し、不要不急の往来の自粛を要請した感染拡大が見られる他都道府県※2に居住する者が利用する場合 

 ・都道府県知事が他県等への移動の自粛要請を行うなどした都道府県※3に居住する者が利用する場合 

 ・新潟県が警報を発令し、三条市に不要不急の外出自粛を要請した場合 

 ・新潟県が警報を発令し、不要不急の外出自粛を要請した市町村※4に居住する者が利用する場合 

 

(2) (1)に該当しない場合は、施設利用に応じて次の感染予防対策を利用者が行った上で利用可能 

 ・こまめな手洗い及び手指消毒を実施すること。 

 ・ラケット等の個人で持ち込み可能な用具類を持参すること。 

 ・中央競技団体等が競技別に定める感染拡大予防ガイドライン等に従ってスポーツ競技を行う場合を除き、人と人との間にはできる限り２ｍ、前後に並

んで歩く場合には５ｍ程度、前後に並んで走る場合には 10ｍ程度の距離を確保すること。これらの距離の確保が困難である場合は、マスクを着用する

こと。 

 ・飲食を行う場合は、大皿の使用（トング等を使用する場合を除く。）、グラスの回し飲みなどを行わないこと。 

・会食を行う場合は、大声を出さないこと。 

 ・発声等を行う場合は、客席等との十分な距離を確保するなどの対策を実施すること。 

・接触確認アプリ(COCOA)のインストール並びに新潟県新型コロナお知らせシステムの LINE 公式アカウントの登録及び QRコードの読み取りに協力するこ

と。 

 ・施設内でイベント等を主催する場合には、「２ イベント等の実施」に記載する基準を参考とした感染予防対策を実施すること。 

 ・新型コロナウイルス感染症対策分科会（令和２年８月７日）が示した感染の状況に関する指標のうち、人口 10 万人当たりの１週間の新規感染者数が 15

人以上かつ感染経路不明な感染者の割合が 50％以上の都道府県※5に居住する者については、住所及び氏名の記載並びに行動履歴の記録等を実施するこ

と。 

 

 

 

９月３日から９月 16日までの間は、生活の維持のために必要な施設※9を除き、全ての施設を利用中止 
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２ イベ

ント等

の実施 

(1) 次のいずれかに該当する場合は、イベント等を中止又は延期 

・次の表の左欄の区分に応じ、同表の右欄に掲げる場合 

収容人数が１万人を超える施設で、イベント等を実施するとき 収容人数の半分を超える参加人数となる場合 

収容人数が１万人以下の施設で、客の大声での歓声、声援等を伴うイ

ベント※6を実施するとき 

原則、収容人数の半分を超える参加人数となる場合 

収容人数が１万人以下の施設で、客の大声での歓声、声援等を伴わな

いイベント※7を実施するとき 

5,000 人又は収容人数を超える参加人数となる場合 

・「三つの密」※8が回避できない場合 

・国が新潟県に対して緊急事態宣言を発令した場合又は国が緊急事態宣言を発令した都道府県※1に居住する者が来場する場合 

・新潟県が警報を発令し、不要不急の往来の自粛を要請した感染拡大が見られる他都道府県※2に居住する者が来場する場合 

・都道府県知事が他県等への移動の自粛要請を行うなどした都道府県※3に居住する者が来場する場合 

・新潟県が警報を発令し、三条市に不要不急の外出自粛を要請した場合 

・新潟県が警報を発令し、不要不急の外出自粛を要請した市町村※4に居住する者が来場する場合

 

(2) (1)のいずれにも該当しない場合は、イベント等に応じて次の感染予防対策を主催者が行った上で実施 

 ・発熱、風邪等の症状がある者への参加の自粛要請（看板設置等による呼びかけ） 

 ・手指消毒剤等の設置 

 ・共有する物品又は設備の消毒 

 ・ラケット等の個人で持ち込み可能な用具類の持参の要請 

 ・中央競技団体等が競技別に定める感染拡大予防ガイドライン等に従ってスポーツ競技を行う場合を除き、人と人との間にはできる限り２ｍ、前後に並ん

で歩く場合には５ｍ程度、前後に並んで走る場合には 10ｍ程度の距離の確保。これらの距離の確保が困難である場合は、マスク着用の要請、間仕切りの

設置、入場規制などの措置を実施 

 ・飲食の提供を行う場合は、試食販売、大皿での提供（トング等を使用する場合を除く。）、グラスの回し飲みなどを行わないことの周知 

・会食を行う場合は、大声を出さないことの周知 

 ・発声等を行う場合は、客席等との十分な距離を確保するなどの対策の実施 

 ・キャッシュレス決済及びコイントレイの使用、手配りによるパンフレット配布の回避などの接触感染防止対策の実施 

 ・参加者の滞留時間が概ね 30 分を超えるイベント等の場合は、参加者名簿の作成（参加者が特定できるものを除く。） 

 ・イベント参加者に接触確認アプリ(COCOA)をインストールすること及び新潟県新型コロナお知らせシステムの LINE 公式アカウントを登録し、QR コード

を読み取ることの促し 

 ・新型コロナウイルス感染症対策分科会（令和２年８月７日）が示した感染の状況に関する指標のうち、人口 10 万人当たりの１週間の新規感染者数が 15

人以上かつ感染経路不明な感染者の割合が 50％以上の都道府県※5に居住する者に対して、住所及び氏名の確認並びに行動履歴の記録等の依頼 

  

 

 

 

※１ 「国が緊急事態宣言を発令した都道府県」は、北海道、宮城県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、福岡県及び沖縄県をいう。(令和３年９月１日現在) 

※２ 「新潟県が警報を発令し、不要不急の往来の自粛を要請した感染拡大が見られる他都道府県」は、該当なし。（令和３年９月１日現在） 

※３ 「都道府県知事が他県等への移動の自粛要請を行うなどした都道府県」は、北海道、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、

千葉県、東京都、神奈川県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県 

９月３日から９月 16日までの間は、新型コロナワクチン接種、各種検診等を除き、中止又は延期 



3 

 

広島県、山口県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県及び沖縄県をいう。(令和３年９月１日現在) 

※４ 「新潟県が警報を発令し、不要不急の外出自粛を要請した市町村」は、該当なし。(令和３年９月１日現在) 

※５ 「新型コロナウイルス感染症対策分科会（令和２年８月７日）が示した感染の状況に関する指標のうち、人口 10 万人当たりの１週間の新規感染者数が 15 人以上かつ

感染経路不明な感染者の割合が 50％以上の都道府県」は、該当なし。(令和３年９月１日現在) 

※６ 「客の大声での歓声、声援等を伴うイベント」とは、音楽（ロックコンサート、ポップコンサート等）、スポーツイベント（サッカー、野球等）、公演（親子会公演等）、

ライブハウスにおける各種イベントなどをいう。 

※７ 「客の大声での歓声、声援等を伴わないイベント」とは、音楽（クラシック音楽、合唱等のコンサート）、演劇等（ミュージカル、読み聞かせ等）、舞踊（バレエ等）、

芸能・演芸（落語、漫才等）、公演・式典（各種講演会、説明会、各種教室等）、展示会（各種展示会、商談会）などをいう。 

※８ 「三つの密」とは、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針（令和２年３月 28日（令和２年５月 25日変更）（新型コロナウイルス感染症対策本部決定）） 

P７に記載する、①密閉空間（換気の悪い密閉空間である。）、②密集場所（多くの人が密集している。）、③密接場面（互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が

行われる。）という３つの条件をいう。 

※９ 「生活の維持のために必要な施設」とは、次の施設をいう。 

 

 

 

 

 

 

三条市役所各庁舎、嵐南サービスコーナー(嵐南公民館内)、斎場、ステージえんがわ(レストランに限る。)、東三条駅前駐車場、清掃センター、汚泥再生処

理センター、緑のリサイクルセンター、道の駅漢学の里しただ（売店・レストランに限る。）、道の駅庭園の郷保内（売店・レストランに限る。）、ソレイユ三

条（相談業務）、職業訓練施設（職業訓練授業）、定期市、三条ものづくり学校（レストラン・オフィスに限る。）、子育て拠点施設あそぼって（一時預かりに

限る。）、子育て拠点施設すまいるランド（一時預かりに限る。）、青少年育成センター（相談業務）、保育所等、児童クラブ、子育て支援センター（一時預か

りに限る。）、消防本部・消防署 
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